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第１回千代田区エリアマネジメント推進ガイドライン検討会

における委員指摘対応表 
 

1.委員指摘とその対応 

（１）千代田区エリアマネジメント推進ガイドラインの目的について 

（２）千代田区エリアマネジメント推進ガイドラインの構成について 

指摘 委員 ⇒事務局の返答  ■対応 

〇様々なステークホルダーがいる中、千代田区とい

う日本の中心地で、6万 7千人の人口に対して 85

万に昼間人口がいるということにあっては、誰の

まちだということを感じている。その中で資料 1

に、地域に住み・働き・学ぶ一人ひとりを実施主

体としたいとあるのは、住民票の有無に関わらず

千代田区に関わりがあり、千代田区を本当に考え

ている人を主体としているところが、通常のエリ

アマネジメントと決定的に違うと考える。他自治

体のガイドライン等でも「みんな」という言葉や

「人を戻す」といった言葉があるように、そこに

住んでいる人たちだけじゃなく、千代田区に関わ

りのある人たちについて広く考えて進めなくて

はいけないと感じた。 

細木 

委員 

⇒お住まいの方、昼間人口の方、それら皆

様が、よりよくこのまちの方を使えるよ

うにしていくことを目指すことが大事

であると認識している。 

■P3第１章「目的」で記載している「様々

な主体」に、住民はもちろん働き、学び、

訪れる人たち等も含まれていることが

分かるように記載を追加。 

〇活動の主体を多様に設定していることがポイン

トだと考える。それらを一つのガイドラインでど

うやってまとめていくかということが大事であ

るが、現時点ではそこがうまく見えていない。本

ガイドラインが「自分に関係ない」とならないよ

うにまとめる必要がある。 

中島 

委員長 

○ 資料 1について、区内にはエリアマネジメント組

織が様々にあるが、今回のガイドラインの策定に

あたって共通認識や連携についてどう考えている

か。 

小野寺 

委員 

⇒共通認識は重要であるとともに、課題と

して捉えている。活動取り組まれる方々

には主体的に、共通認識の取り組みを進

めていただきたいと考えているが、区と

しても、その取組みやその他の団体との

連携に関して、できる限り地域を巻き込

んだものとなるよう支援していきたい

と考えている。 

■P67「第６章 エリアマネジメント活動の

展開に向けて」に「今後検討すべき事項」

として「主体間の共通認識と連携の構

築」を記載。 

〇千代田区の中に都市再生推進法人がいくつかある

が、立地上大企業が関わっているところが多いと

思う。ただ、地域の活動を都市再生推進法人まで

もっていくにはハードルが高い。大阪市や仙台市

では、都市再生推進法人準備団体認定制度といっ

た制度で、都市再生推進法人になる前の段階のも

のを認定している。千代田区もエリアマネジメン

ト団体やその活動を増やしていくのであれば、そ

ういうステップを考えてもよいと感じた。 

泉山 

委員 

⇒ご指摘のとおり、都市再生推進法人でな

ければ受けられない支援等があると認

識している。現在区では都市再生推進法

人の準備段階から支援していく制度等

がないため、今後検討すべき内容として

ご意見を受け止めたい。 

■P67「第６章 エリアマネジメント活動の展

開に向けて」に「今後検討すべき事項」と

して「区の支援制度等の拡充」を記載。 

資料１ 
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〇これまで、個人の活動はないがしろにされてきて

いたと感じる。道路空間を使う場合も町会や商店

街といった団体じゃないと使えない実情がある。

そうではなく、公共空間を活用する場合に求めら

れる公共性や地域性をどういうふうに審査・チェ

ックしていくのかを考えていく必要があると感じ

た。海外では、パフォーマーにライセンスを与え

て活動を認めるような事例がある。また、オープ

ンカフェやパークレットといった活動内容が明確

なものについては、近隣の合意を経て基準を満た

していれば、簡易的にチェックできるような仕組

みもある。一方、イベント等一つ一つ内容等が異

なるものは、都度協議が必要な部分があると考え

る。いずれも誰がどうチェックするのかというこ

とをクリアにできると、様々な活動にチャレンジ

することを容認していくようなスタイルがつくり

あげられると考える。 

泉山 

委員 

⇒現在基準等が明確に整理されているわ

けではないが、基準等の明確にすること

がよいのかどうかを含め議論が必要な

ものだと認識している。一方で、取組み

のチャレンジについては、安全安心を保

ちながら、そのチャレンジを阻害しない

ようにバランスをとっていくためには、

相談を受け検討する体制等について本

検討会で議論できればと考えている。 

■P67「第６章 エリアマネジメント活動の

展開に向けて」に「今後検討すべき事項」

として「制度活用の促進に向けた基準等

の明確化」を記載。 

〇資料３の事例は、これから活動する方の参考にな

ると思うが、「個人」のカテゴリーで紹介している

2 件は、公園や河川のスペースを団体として管理

しているところに、まちづくり活動としてキッチ

ンカーを呼んでいるものだと思う。これを個人の

活動として紹介すると、個人に期待していること

が分かりづらくなると考える。個人に頑張っても

らいたいとするのか、個人にはグループになって

もらいたいとするのか、両方あると思うが、それ

が分かりやすく伝えられるとよい。 

小嶋 

委員 

⇒ご指摘のとおりキッチンカー事業者は

団体として捉えられると考える。ご指摘

を踏まえカテゴリーの整理をする。ま

た、個人と団体で活動をすることの制度

活用等に関する違いについて、分かりや

すく示すことを検討したい。 

■第１章「４（２）千代田区におけるエリ

アマネジメント活動」の P6・P7 部分に

おいて個人・グループ・団体等の活動の

定義を記載するとともに、同じ考えを持

つ人が集まり、さらに連携していくこと

でエリアマネジメント活動の規模・効果

が大きくなることを記載。 

〇キッチンカーについては個人事業主になると考え

る。何が個人で、何が個人事業主なのかという考

え方もあると考える。 

泉山 

委員 

〇本ガイドラインが対象とする活動の幅が広い中、

この場で議論するのはまちを使いこなすことなの

か、地区計画のように地域の将来像を考えること

なのかといったことを議論するのかを整理し、ガ

イドラインの第 1章でも明確にしたほうが良い。 

加島 

委員 

⇒本ガイドラインは、ウォーカブルまちづ

くりデザインが示す「滞留」「回遊」の視

点を踏まえて活動し、まちを使いこなし

ていくことを推進するものであること

を分かりやすく記載する。 

■P3第１章「目的」に、「まちを使いこなす

ための各種制度等を示す」ことを記載。 

〇活動を運営するマネジメントの主体に関すること

で、町会・商店会の空洞化が指摘されている。従

来まちづくりをしてきた団体がそのような状況に

ある一方、まちの活動に参加する人は多様化して

きており、町会や商店街への支援メニューをエリ

アマネジメントという形に融合させてもよいと考

える。また、多様な活動については総括していく

必要があると考える。 印出井 

委員 

■P6第１章「４（２）千代田区におけるエ

リアマネジメント活動」の P6・P7 部分

において個人・グループ・団体等の活動

の定義を記載し、違いを明確にするとと

もに、同じ考えを持つ人が集まり、さら

に連携していくことでエリアマネジメ

ント活動の規模・効果が大きくなること

を記載。 

〇プライベートな活動とパブリックな活動の間をつ

なぐハブのような空間を認めて、受け止めていく

主体として、エリアマネジメント団体の意義があ

ると考えている。また、活動を継続させるための

仕組みも重要だと考える。財源と地域で使いたい

ものがミスマッチになっているところもあるの

で、地域の優先順位に基づき調整していけるよう

な制度運営が必要だと考えている。 



 - 1-3 - 

〇神保町地区に関して言うと神保町活性化委員会と

いうのがあり、8月 15 日にイベントを行ったが、

お盆中にも関わらず盛況であった。当町会は小さ

く財力そんなにないため、活動に対する支援はあ

りがたく感じている。組織が小さいことにもメリ

ットはあって、意見が割れずスムーズに進められ

るということがある。また、運営にあたっては「遊

ぶ」ことがよいと考えている。大変だけど計画す

る方も楽しくないと、来ていただく方も楽しめな

い。 

髙岡 

委員 
■P5第１章「４（２）千代田区におけるエ

リアマネジメント活動」に、コラムとし

て、エリアマネジメント活動の運営にあ

たって「遊ぶこと」「楽しむこと」が重要

であることを記載する。 

 
〇委員からもお話があったように、やっている私た

ちが楽しいというのも重要で、やりたいと思う人

がやれる状況をサポートし、それを価値のあると

ころにつなげる回路をどうつくるのかということ

が肝だと考えている。 

中島 

委員長 

〇住民の意見と関係なくバラバラに開発等が進むの

は残念である。まちづくりにおいて、全体をみる

ことも大事だが、住んでいる人の発言力がないよ

うに感じている。ウォーカブルなまちづくりには

賛成だが、住み続けられるまちにするためにも、

活動に対して住民の意見をどうやって出せばよい

かが分からないため、今回の検討会の中で勉強し、

ご意見を伝えたい。 

岩澤 

委員 

■P5第１章「４（２）２地域の都心生活の

質（QOL）を向上につながる活動」に、エ

リアマネジメント活動が地域の求める

ものであるか、地域の声に耳を傾ける必

要がある旨記載。また、コラムとして共

通認識を築くことの重要性を記載。 

 

■P67「第６章 エリアマネジメント活動の

展開に向けて」に「今後検討すべき事項」

として「主体間の共通認識と連携の構

築」を記載。 

〇ウォーカブルなまちづくりを何のためにやるのか

ということだが、まちを通じて社会に参画する経

路を増やしていく取組みとなる。その中で顔をあ

わせ、関係をつくっていくことが、自分たちの環

境をよくしていくことにつながってくると考え

る。住み続けられるということは大きなテーマで、

まちに関わる人たちの背中を押しつつ、行政側の

支援を分かりやすく届けていくことがこの会の狙

いだと思う。 

中島 

委員長 

〇まちで活動したいときに困るのは、活動に対して

必然性・必要性が求められることである。個人が

主体となって活動することは魅力的で可能性があ

るが、地域との合意形成を誰が図るのかといった

ことも難しい。そのためにエリアマネジメント団

体が必要だと感じている。 

圡方 

委員 
■P67「第６章 エリアマネジメント活動の

展開に向けて」に「今後検討すべき事項」

として「制度活用の促進に向けた基準等

の明確化」を記載。 
〇エリアマネジメント活動が支援に値するかどうか

の必要性の議論について、基準を設けるかどうか

ということも含めて重要だと考える。 

中島 

委員長 
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〇チャレンジする側からすると手軽に素早くできな

いとモチベーションが落ちてしまう。オーストラ

リアのメルボルンではストリートパフォーマーか

活動してよい場所や、チャレンジしてよい場所が

視覚化されている。地域等と対話して一緒にやっ

ていく場所が明確になると活動がしやすくなると

考える。 

泉山 

委員 

■P21 第２章にメルボルンの事例を記載。 

 

■P67「第６章 エリアマネジメント活動の

展開に向けて」に「今後検討すべき事項」

として「制度活用の促進に向けた基準等

の明確化」を記載。 

〇活動の良し悪しだけでなく、できる・できないと

いう場所の話をセットで考える必要がある。その

都度全部協議しなければならないのではなく、こ

こならできるということを示すことで、そこに活

動が乗っかってくる動きもあると考える。活動に

着目する形で議論することは大事だが、それがど

こでできるかの環境のセッティングについても議

論できるとよい。キッチンカーの取組みも、ここ

ならできるという場所があれば、個人や個人事業

主が乗ってくる。場所づくりから始めなければな

らないとすると、団体である必要性や支援の必要

性から話が始まり、プロジェクト的になってしま

う。 

中島 

委員長 

〇自分がやってきた活動を振り返ると、当初町会か

ら猛反対されていたものが、社会実験を経て、開

発が行われ、よい結果となった。それぞれにまち

への思い入れがある中、折り合いをつけて次の世

代にまちを託していけるよう、話し合いを続けて

いくということが重要である。また、活動後すぐ

結果を求めるのではなく、今の活動が数年後に花

開くように、その都度話し合いを続けていくこと

が重要である。 

細木 

委員 

■P5第１章「４（２）２地域の都心生活の

質（QOL）を向上につながる活動」にコラ

ムとして、活動の際に話し合いをするこ

とで共通認識を構築すること、活動後も

継続して話し合いを続けていくことで

よりよいまちづくりにつなげていくこ

とが重要であることを記載する。 

 

■P67「第６章 エリアマネジメント活動の

展開に向けて」に「今後検討すべき事項」

として「主体間の共通認識と連携の構

築」を記載。 

〇町会の意見と住人の意見が異なる場合もある。地

域のまちづくりが、住人が知らないまま進むこと

がないよう、誰の利益でということではなく、ま

ちとしてどうしていきたいかを中立的に話し合い

ができる場が必要である。 

岩澤 

委員 

〇資料１の 2 ページにのっているエリアマネジメン

ト組織は、様々に課題はありながらも活動をして

いるが、一方で個人や町会の活動も応援していき

たいと考えている。そのため、それらの活動をど

う展開できるかが重要だと考えている。千代田区

内の町会・商店街による活動はどういったものが

あるかを整理できると、「ここでできるなら自分た

ちも」といったことや、活動への助言等も出せる

ようになると思うので調査していただきたい。 

加島 

委員 
⇒区内の事例を調査し、整理する。 

■道路占用・公園占用、商店街等への補助

事業等を整理するとともに、公開の可否

等について検討する。 

 〇地域の活動の見える化はやっていただきたい。神

田祭の道路空間の使い方等、千代田区の町会や地

元のノウハウは高いレベルにあると思う。地元の

人の使いこなしがうまい地域が多くあるので、そ

ういったノウハウを個人やエリアマネジメント団

体につなげられるとよいと考える。 

中島 

委員長 

〇すでにある事例や、官民で話し合う機会やテーブ

ル・仕組みといったものを共通理解として示せる

と、今後の進め方の手掛かりになる。そういった

情報を整理し、議論できるとよい。 

重松 

委員 

■P8第１章「４（２）３官民の連携したチ

ャレンジにより展開」に官民が連携しチ

ャレンジした取組み事例を掲載する。 
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（３）千代田区エリアマネジメント推進ガイドラインに掲載する各種制度について 

指摘 委員 ⇒事務局の返答  ■対応 

〇東京都のヘブンアーティスト事業を追加したほう
がよい。 

泉山 
委員 

⇒第４章に記載を追加する。 
■第 2章 P13に記載するとともに、第４章
P62に記載。。 

〇印象として 1 番と 3 番は必要だが、割とそれ以外
は行政が使うものも入っているしエリアマネジメ
ント団体や都市再生推進法人でないと使えないも
のがあるので、誰が使うのかということを分けら
れると明快だと感じた。 

泉山 
委員 

⇒誰が制度等を活用するのかを分かるよ
うな形で、一覧の記載方法を検討する。 

⇒代表的な制度は本編で示したうえで、そ
れ以外の制度についても資料編で網羅
できるようにする。 

■P31 第４章の冒頭において、本編に記載
するもの、資料編に記載するものの考え
方を整理し、記載。制度活用において組
織や活動地域についての位置づけが指
定されていることが要件である等のも
のについては資料編にまとめる。 

〇第 4章のところで制度等をまとめるとのことだが、
資料編にまとめるようなやり方もあると考える。 

中島 
委員長 

〇ここでリスト化しているのは現行の制度である。
都市再生推進法人になる手前にある団体等を認証
し、どう支援メニューをつくっていくかの検討に
向けた議論が必要である。 

印出井 
委員 

⇒第４章は既存の制度ということで整理
している。新しく検討すべき制度等につ
いては、記載を検討する。 

■P67「第６章 エリアマネジメント活動の
展開に向けて」に「今後検討すべき事項」
として「区の支援制度等の拡充」を記載。 

〇誰が使うかによって使える方法が異なることもあ
る。例えば道路使用許可だと、非公式団体だと、構
成員のそれぞれで許可・手数料が必要となるが、区
市町村に認められた団体だと一括で使用許可がも
らえる。そのようなテクニック的な部分も、それぞ
れの章とつながって記載できる部分があると思う
ので、分かりやすく示してもらえるとよい。 

小嶋 
委員 

⇒ご指摘いただいたようなテクニカルな
部分についてもアンケート調査等を通
じて記載を検討したい。 

■制度を運用する側の視点と、制度を活用
する側の視点から留意事項等について
記載できるようにアンケートを作成し、
第４章で整理できるようにする。 

〇道路使用許可がおりないケースが多くあると思う
が、その部分は心配しなくてよいのか。 

髙岡 
委員 

⇒本ガイドラインによって必ず道路使用
許可がおりるようになるということは
お答えできないが、様々な課題をクリア
し、まちを使いこなすことができるよう
なっていけばよいと考えている。 

〇国のウォーカブル施策に関する議論がオーソライ
ズされる中で、警察庁も話しているということな
ので、ウォーカブルに対する大きな方向感はご理
解いただけていると思う。それが現場周辺におり
た時に、緊急車両の状況や交通量等の中で難しい
部分もあると思う。区等も説明しながら合意形成
がしやすい、警察とも共感しやすいような仕組み
を、ウォーカブルなりエリアマネジメントなりを
議論する中で積み上げられればと考えている。 

印出井 
委員 

〇これまで各地域が個別に道路使用許可を取りに行
き協議していたものが、公共空間を使いこなしてい
くという面では、千代田区であれば景観・都市計画
課でサポートしていくような形へ徐々になってき
ていると思うので、現場で起きていることとそれを
サポートできるかというところについて、両輪を見
ながら議論を進めていければと考えている。 

中島 
委員長 

〇千代田区で活動する中で、実感として思うのは交通
量に対して幅員が広い部分があったり、土日は交通
量がないところがあったりすることである。曜日時
間単位でも交通量の差が激しいと感じる。今後、ウ
ォーカブルまちづくりデザインに基づき、地域ごと
にウォーカブルの計画が必要になるだろうが、その
時に、道路の使いやすさ等の住み分けが整理されて
いると、活動のしやすさにつながると考える。 

泉山 
委員 

■P67「第６章 エリアマネジメント活動の
展開に向けて」に「今後検討すべき事項」
として「制度活用の促進に向けた基準等
の明確化」を記載。 

 


